
 

 

聖籠町公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則をここに公布する。 

平成２７年５月２６日 

聖籠町教育委員会教育長   伊藤 順治 

聖籠町教育委員会規則第９号 

聖籠町公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期

日を定める規則 

 公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年聖籠町

条例第１１号）の施行期日は、平成２７年６月１日とする。 

附 則 

この規則は、平成２７年６月１日から施行する。 

 


